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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影光学系を介した被写体光を光電変換して画像信号を生成する撮像手段と、
　前記撮像手段の露出値を制御する露出制御手段と、
　前記露出制御手段によって制御される異なる複数の露出値で前記撮像手段により撮像さ
れた複数の画像信号を合成して階調表現レンジの拡張された合成画像信号を生成する画像
合成手段と、
　通常撮影モードと、前記合成画像信号を生成する階調表現レンジ拡張撮影モードとを切
り替える撮影モード切り替え手段と、を有し、
　前記画像合成手段は、動画撮影中に前記撮影モード切り替え手段によって撮影モードが
切り替えられるときに、前記画像合成手段による合成に用いられる複数の画像信号のうち
最小の露出値で撮像された画像信号の階調表現幅を変更することによって、前記合成画像
信号の階調表現幅を段階的に変更することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記画像合成手段は、前記通常撮影モードから前記階調表現レンジ拡張撮影モードに切
り替えられたときに、前記合成画像信号の階調表現幅を段階的に大きくするように変更し
、前記階調表現レンジ拡張撮影モードから前記通常撮影モードに切り替えられたときに、
前記合成画像信号の階調表現幅を段階的に小さくするように変更することを特徴とする請
求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
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　前記画像合成手段は、前記合成画像信号の生成に用いる前記画像信号の画像内の被写体
の明るさが所定値より小さい第１領域においては、前記複数の画像信号の合成比率を変更
し、前記被写体の明るさが所定値より大きい第２領域においては、前記複数の画像信号の
うち最小の露出量で撮像された画像信号の階調表現幅を変更することを特徴とする請求項
１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記撮影モード切り替え時に前記露出制御手段の露出値の変動を検出する露出変動検出
手段をさらに有し、
　前記画像合成手段は、前記露出変動検出手段が検出する前記露出値の変動量に応じて、
前記合成画像信号の階調表現幅を段階的に変更することを特徴とする請求項１から３のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記画像合成手段は、前記露出値の変動量が所定値以上のとき、前記合成画像信号の階
調表現幅を段階的に変更することを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記画像合成手段は、前記露出値の変動量が所定値より小さいとき、前記合成画像信号
の階調表現幅を変更しないことを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記画像合成手段は、前記撮影モード切り替え時に、現在の撮影方法に応じて前記画像
合成手段の階調制御の時定数を変更することを特徴とする請求項１から６のいずれか１項
に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記現在の撮影方法がライブビュー表示撮影方法であるときに、前記現在の撮影方法が
動画記録撮影方法である場合よりも、前記画像合成手段の階調制御の時定数を小さくする
ことを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記現在の撮影方法が動画記録撮影方法時における静止画記録撮影方法であるときに、
前記画像合成手段の階調制御の時定数を最小にすることを特徴とする請求項７に記載の撮
像装置。
【請求項１０】
　撮影光学系と、
　請求項１から９のいずれか１項に記載の撮像装置と、を有することを特徴とするカメラ
システム。
【請求項１１】
　撮影光学系を介した被写体光を光電変換して画像信号を生成する撮像手段を有する撮像
装置の制御方法であって、
　前記撮像手段の露出値を制御する露出制御ステップと、
　前記露出制御ステップにて制御される異なる複数の露出値で前記撮像手段により撮像さ
れた複数の画像信号を合成して階調表現レンジの拡張された合成画像信号を生成する画像
合成ステップと、
　通常撮影モードと、前記合成画像信号を生成する階調表現レンジ拡張撮影モードとを切
り替える撮影モード切り替えステップと、を有し、
　前記画像合成ステップでは、動画撮影中に前記撮影モード切り替えステップによって撮
影モードが切り替えられるときに、前記画像合成ステップによる合成に用いられる複数の
画像信号のうち最小の露出値で撮像された画像信号の階調表現幅を変更することによって
、前記合成画像信号の階調表現幅を段階的に変更することを特徴とする撮像装置の制御方
法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の撮像装置の制御方法の手順が記述されたコンピュータで実行可能な
プログラム。
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【請求項１３】
　コンピュータに、請求項１１に記載の撮像装置の制御方法の各ステップを実行させるた
めのプログラムが記憶されたコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は標準露出撮影から画像を出力するモード（通常撮影モード）と、短時間露光撮
影と長時間露光撮影から合成処理して合成画像を出力するモード（階調表現レンジ拡張撮
影モード）の切り替え時の合成画像の階調制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、標準露出で撮像された画像を取得する通常撮影モードと、異なる露出
で撮像された画像を合成してダイナミックレンジの広い階調表現レンジ拡張画像を生成す
る階調表現レンジ拡張撮影モードとを切り替える技術について開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２１８３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１では、動画撮影中に通常撮影モードから階調表現レンジ拡張
撮影モードに切り替える場合に、特別な処理をしていないので、連続したフレームの間で
急激に階調表現のレンジが拡張され、時系列的な画質変化に違和感を持つ場合がある。
【０００５】
　この場合について図２を用いて説明する。図２（ａ）は、通常撮影モードで撮影され、
暗い部分まで階調表現を行うことができていないため、人物が黒つぶれしている状態を表
している。図２（ｂ）は、階調表現レンジ拡張撮影モードで撮影され、暗い部分にまで階
調表現レンジが拡大して、図２（ａ）では黒つぶれしていた人物部分の階調表現を再現で
きている状態を表している。
【０００６】
　動画撮影中に、図２（ａ）の通常撮影モードから図２（ｂ）の階調表現レンジ拡張撮影
モードに撮影モードを切り替えると、急激に人物の階調表現が変化し、撮影者は時系列的
に見て違和感を持つこととなる。逆に、図２（ｂ）の階調表現レンジ拡張撮影モードから
図２（ａ）の通常撮影モードに撮影モードが切り替わる場合にも同様の問題が発生する。
【０００７】
　本発明は、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替え時において、画
質変化の不自然さを低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面としての撮像装置は、撮影光学系を介した被写体光を光電変換して画像
信号を生成する撮像手段と、前記撮像手段の露出値を制御する露出制御手段と、前記露出
制御手段によって制御される異なる複数の露出値で前記撮像手段により撮像された複数の
画像信号を合成して階調表現レンジの拡張された合成画像信号を生成する画像合成手段と
、通常撮影モードと、前記合成画像信号を生成する階調表現レンジ拡張撮影モードとを切
り替える撮影モード切り替え手段と、を有し、前記画像合成手段は、動画撮影中に前記撮
影モード切り替え手段によって撮影モードが切り替えられるときに、前記画像合成手段に
よる合成に用いられる複数の画像信号のうち最小の露出値で撮像された画像信号の階調表
現幅を変更することによって、前記合成画像信号の階調表現幅を段階的に変更することを
特徴とする。
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【発明の効果】
【０００９】
　通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替え時において、画質変化の不
自然さを低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明における実施例１の撮像装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】通常撮影モードから階調表現レンジ拡張撮影モードに切り替わる場合に生じる画
質変化を説明するための図である。
【図３】撮像部１０１の構成例を示すブロック図である。
【図４】信号合成部１０４の構成例を示すブロック図である。
【図５】合成レンジ制御部１０５の説明を示す図である。
【図６】合成比率制御部１０６の説明を示す図である。
【図７】露出値の説明を示す図である。
【図８】本発明における実施例１のダイナミックレンジ拡大制御のフローチャートを示す
図である。
【図９】本発明における実施例２の撮像装置の構成例を示すブロック図である。
【図１０】本発明における実施例２のダイナミックレンジ拡大制御のフローチャートを示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【実施例１】
【００１２】
　図１は、本発明における実施例１の撮像装置の構成例を示すブロック図である。本実施
例では、静止画撮影および動画撮影可能な撮像装置（ビデオカメラやデジタルカメラ）を
使用している。さらに、本実施例の撮像装置は、異なる露光量で撮像された画像を合成し
てダイナミックレンジの広い階調表現レンジ拡張撮影を実現することができる。以下、本
実施例１の撮像装置の構成例について図１を参照して説明する。なお、本実施例では、レ
ンズ一体型のビデオカメラについて説明するが、本発明は、レンズ交換型の一眼レフカメ
ラ（カメラシステム）にも適用することが可能である。
【００１３】
　図１において１０１は、後述の露出制御部１０９から渡される露出制御値（以下、露出
値ともいう）に基づいて被写体光を撮像し、撮像画像信号を出力する撮像部（撮像手段）
である。撮像部１０１には、後述するように、絞りやメカニカルシャッターを含むレンズ
等の撮影光学系（図３の撮像光学部３０１）、被写体光を光電変換する撮像素子（図３の
撮像素子部３０３）等が含まれる。
【００１４】
　１０２は、撮像部１０１から出力される撮像画像信号にホワイトバランス処理、補間処
理、シェーディング補正処理、色空間変換処理、ガンマ変換処理等の所定の画像処理を施
し、出力映像信号に変換する映像信号処理部である。本実施例では、映像信号処理部１０
２はスイッチ１１１及び信号合成部１０４の後段に位置し、上述した各処理を行っている
が、これらの処理の一部は撮像部１０１の後段であり、スイッチ１１１の前段で行われて
もよい。
【００１５】
　１０３は、撮像部１０１で撮影される通常の動画撮影を行う通常撮影モードと階調表現
レンジ拡張撮影モードの切り替え処理を行う撮影モード切り替え部（撮影モード切り替え
手段）である。通常撮影モードは、撮像装置の標準露出によって撮像された画像を取得す
るモードである。階調表現レンジ拡張撮影モードは、被写体のうち暗い部分の階調表現の
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再現性が高い長時間露光（ＥＨ）画像を得るとともに、被写体のうち明るい部分の階調表
現の再現性が高い低時間露光（ＥＬ）画像を取得するモードである。さらに階調表現レン
ジ拡張撮影モードでは、後述するようにＥＨ画像とＥＬ画像を合成することにより階調表
現レンジ拡張画像が生成され、階調表現の再現性の高い画像を取得することができる。撮
影モード切り替え部１０３によって選択されたモードに応じて、撮像部１０１はそれぞれ
のモードに対応した撮像画像信号を出力する。階調表現レンジ拡張撮影モード時では、露
出制御部１０９より少なくとも２つの露出値が撮像部１０１に渡され、通常撮影モード時
では、露出制御部１０９から１つの露出値が渡される。
【００１６】
　１０４は、後述のスイッチ１１１の切り替え処理によって入力された複数の撮像画像信
号を合成し、合成画像信号を生成する信号合成部（画像合成手段）である。
【００１７】
　１０５は、後述の露出制御部１０９から出力される露出値と後述の露出変動検出部１１
０より検出された露出値の変動値から、階調レンジ拡張幅とゲイン値を算出する合成レン
ジ制御部である。合成レンジ制御部１０５は、算出した階調レンジ拡張幅とゲイン値を信
号合成部１０４に制御量として出力し、合成画像信号の階調表現幅を制御する。
【００１８】
　１０６は、後述の露出変動検出部１１０より検出された露出値の変動値に応じた合成比
率を算出し、信号合成部１０４に合成比率の制御量を渡すことにより、合成画像信号の合
成比率を制御する合成比率制御部である。
【００１９】
　１０７は、映像信号処理部１０２から出力された出力映像信号を記録する出力映像信号
記録部である。
【００２０】
　１０８は、映像信号処理部１０２から出力された出力映像信号を撮像装置に表示する出
力画像表示部である。
【００２１】
　１０９は、撮像画像信号の明るさが適切になるように、撮像画像信号に基づいてシャッ
タースピード制御値や、絞り制御値を算出する露出制御部（露出制御手段）である。露出
制御部１０９は、算出したシャッタースピード制御値を、撮像部１０１の後述するタイミ
ング制御部３０６へ送り、算出した絞り制御値を、撮像部１０１の後述する光学系駆動部
３０５へ送る。このように、露出制御部１０９は、撮像部１０１の露出値を制御すること
ができる。
【００２２】
　１１０は、通常撮影モード時と階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替え時において、
露出制御部１０９によって制御された露出値の変動量の大きさを検出する露出変動検出部
（露出変動検出手段）である。
【００２３】
　１１１は、撮影モード切り替え部１０３によって選択された撮影モードに応じて、撮像
部１０１から出力される撮像画像信号を信号合成部１０４に送るか、映像信号処理部１０
２に送るかを切り替えるスイッチである。
【００２４】
　以下に、露出変動検出部１１０の露出値の変動量を検出する方法について説明する。
【００２５】
　露出変動検出部１１０では、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替
わり時において、露出値の変動量の大きさを検出する。例えば、露出値を表す数値として
ＥＶ値が使用される。ＥＶ値は、図７に示すように、絞り値を光量比率に換算したＡｖ値
と、シャッタースピード制御値を光量に換算したＴｖ値の和で表現される。露出変動検出
部１１０では、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替わり時に、露出
制御部１０９から通常撮影モード時の撮像画像信号の露出値（ＥＶｎ）が渡される。また
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、露出制御部１０９から階調表現レンジ拡張撮影モード時の短時間露光撮像画像信号の露
出値（ＥＶ１）と長時間露光撮像画像信号の露出値（ＥＶ２）が渡される。露出変動検出
部１１０では、通常撮影モード時の撮像画像信号の露出値（ＥＶｎ）と、階調表現レンジ
拡張モード時の短時間露光撮像画像信号の露出値（ＥＶ１）と、長時間露光撮像画像信号
の露出値（ＥＶ２）との差を露出値の変動量の大きさとして検出する。ＥＶｎとＥＶ１、
あるいはＥＶｎとＥＶ２の差が所定値よりも大きければ、上記２つのモード時の階調表現
の幅の変化が大きいと分かる。
【００２６】
　以下、撮像部１０１、信号合成部１０４、露出変動検出部１１０、合成レンジ制御部１
０５、合成比率制御部１０６、について詳しく説明する。
【００２７】
　図３を参照して、撮像部１０１の構成例について詳しく説明する。撮像部１０１は、撮
像光学部３０１、絞り３０２、撮像素子部３０３、Ａ／Ｄ変換部３０４、光学系駆動部３
０５、タイミング制御部３０６から構成される。撮像光学部３０１は、被写体からの被写
体光を後段の撮像素子部３０３へと導く。光学系駆動部３０５は、露出制御部１０９から
送られてくる絞り制御値に基づいて、絞り３０２の開口面積を制御する。撮像素子部３０
３は、撮像光学部３０１を通過した被写体光を光電変換し、電気信号に変換する。撮像素
子部３０３は、ＣＣＤやＣＭＯＳなどから構成される。タイミング制御部３０６は、露出
制御部１０９から送られてくるシャッタースピード制御値に基づいて、被写体光の露光時
間（撮像素子部３０３の蓄積時間）を制御する。Ａ／Ｄ変換部３０４は、アナログ信号を
ディジタル信号に変換する。
【００２８】
　図４を参照して、信号合成部１０４の構成例について詳しく説明する。信号合成部１０
４は、階調表現レンジ拡張撮影モード処理の時に動作するブロックである。階調表現レン
ジ拡張撮影モード時では、撮像部１０１（図１参照）から露光量の異なった、短時間露光
撮像画像信号と長時間露光撮像画像信号が連続して入力される。信号合成部１０４は、ス
イッチ４０１、４０４、合成レンジ補正部４０２、合成処理部４０３、画像記憶部４０５
から構成されている。
【００２９】
　スイッチ４０１は、スイッチ１１１（図１参照）から入力された撮像画像信号を、後述
の合成レンジ補正部４０２と後述の合成処理部４０３のどちらに出力するかを切り替える
スイッチである。
【００３０】
　合成レンジ補正部４０２は、スイッチ４０１から入力された撮像画像信号を合成レンジ
制御部１０５から出力される制御量に応じて、撮像画像信号を補正する補正部である。
【００３１】
　合成処理部４０３は、スイッチ４０１から直接もしくは、合成レンジ補正部４０２で補
正された撮像画像信号と、後述の画像記憶部４０５からの撮像画像信号を、合成比率制御
部１０６で算出された合成比率に応じて合成する処理部である。合成処理部４０３では、
複数の撮像画像信号を合成し、一つの合成画像信号を出力する。但し、例外として後述の
画像記憶部４０５にデータが入っていない場合、合成処理部４０３は入力される撮像画像
信号が１つしかないため、合成画像信号を生成する処理は行われず、入力された撮像画像
信号をそのまま出力する。
【００３２】
　スイッチ４０４は、合成処理部４０３から出力された合成画像信号あるいは、合成処理
部４０３に入力されて出力された撮像画像信号の出力先を、映像信号処理部１０２もしく
は、後述の画像記憶部４０５に切り替えるスイッチである。
【００３３】
　画像記憶部４０５は、スイッチ４０４から渡された、合成処理部４０３から出力された
撮像画像信号もしくは、合成画像信号を記憶する記憶部である。
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【００３４】
　次に、信号合成部１０４を用いて撮像する露光時間が異なった２つの撮像画像信号、つ
まり短時間露光撮像画像信号と長時間露光撮影画像信号を合成する処理について説明する
。
【００３５】
　階調表現レンジ拡張撮影モード時には、図１の撮像部１０１は２つの異なる露出値で交
互に連続して撮像し、２つの異なる撮像画像信号を出力する。より詳細には、例えば、図
１の撮像部１０１では、短時間露光撮像画像信号が撮像される。短時間露光撮像画像信号
はスイッチ４０１の切り替えにより、合成レンジ補正部４０２に入力される。合成レンジ
補正部４０２によって補正された短時間露光撮像画像信号は、合成処理部４０３に入力さ
れる。この時点では、合成処理部４０３では、画像記憶部４０５に撮像画像信号のデータ
が記録されていないので合成処理を行わず、合成処理部４０３からは短時間露光撮像画像
信号が出力される。この出力に対して、スイッチ４０４は画像記憶部４０５に接続を切り
替え、短時間露光撮像画像信号は、画像記憶部４０５に記憶される。続いて、図１の撮像
部１０１では、長時間露光撮像画像信号が撮像される。長時間露光撮像画像信号は、スイ
ッチ４０１の切り替えにより、合成処理部４０３に入力される。このとき、画像記憶部４
０５に記憶されている短時間露光撮像画像信号も合成処理部４０３に入力される。合成処
理部４０３では、入力された２つの撮像画像信号を合成比率制御部１０６で演算される合
成比率を基に合成する。最後に合成処理部４０３からの合成画像信号をスイッチ４０４の
切り替えによって映像信号処理部１０２に出力する。
【００３６】
　以上では、露光時間が異なった２つの撮像画像信号を合成する処理について説明した。
しかし、信号合成部１０４では、３つ以上の露出の異なる撮像画像信号の合成処理も可能
である。以下に、３つ以上の露出の異なる撮像画像信号の合成処理をする場合について説
明する。まず、２つの撮像画像信号を合成した合成画像信号が、合成処理部４０３より出
力されたとする。２つの撮像画像信号を合成する画像合成処理の方法は上述したとおりで
ある。合成処理部４０３から出力された合成画像信号をスイッチ４０４において出力先を
切り替えて、画像記憶部４０５に入力させる。最後に図１の撮像部１０１より撮像された
３つ目の撮像画像信号と画像記憶部４０５からの合成画像信号を合成処理部４０３で合成
し、新しく合成画像信号を出力する。このように３つ以上の撮像画像信号を合成する場合
でも２つの撮像画像信号を合成する処理を順次繰り返すことにより実現可能である。
【００３７】
　合成レンジ補正部４０２について詳しく説明する。合成レンジ補正部４０２では、合成
処理部４０３で露光時間の異なった複数の撮像画像信号を合成処理するための前処理を行
う。具体的には露光時間の異なった複数の撮像画像信号の信号レベル合わせと、階調表現
幅の制御を行う。
【００３８】
　図５（ａ）において、合成レンジ補正部４０２で行う露光時間の異なった複数の撮像画
像信号の信号レベル合わせ方法について説明する。図５（ａ）の縦軸は撮像画像信号の信
号強度、横軸は撮像される被写体の明るさを表す。また、実線は長時間露光撮像画像信号
、点線は短時間露光撮像画像信号を表す。図５（ａ）の長時間露光撮像画像信号の場合は
、被写体の明るさ０からＬｘ１までの間（すなわち所定値以下の第１領域）では被写体の
明るさに応じて信号強度が変化しているため階調表現ができている。しかし、被写体の明
るさＬｘ１からＬｘ４の間（すなわち所定値より大きい第２領域）で信号強度が変化せず
一定になっており、撮像画像信号が表現できる信号強度が飽和してＬｘ１以降の階調表現
ができていない。一方、短時間露光撮像画像信号の場合は、Ｌｘ１以降のＬｘ１～Ｌｘ４
までの間（すなわち所定値より大きい第２領域）でも被写体の明るさに応じて信号強度が
変化しているため階調表現ができている。つまり、長時間露光撮像画像信号の飽和してい
る領域Ｌｘ１以降に短時間露光撮像画像信号を適用することで、Ｌｘ１以降の階調表現幅
の拡張した撮像画像信号を得ることができる。但し、長時間露光撮像画像信号と短時間露
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光撮像画像信号の露出値の差に応じたゲインを算出し、短時間露光撮像画像信号にゲイン
を掛け合わせる処理は必要となり、これを信号レベル合わせという。また逆に、高露光（
長時間露光）の撮像画像信号にゲインを掛けて低露光（短時間露光）の撮像画像信号のレ
ベルに合わせても良い。この処理によって、露光時間の異なった２つの撮像画像信号を合
成することができる。
【００３９】
　図５（ｂ）において、合成レンジ補正部４０２で行う階調表現幅の制御について詳しく
説明する。横棒は図５（ａ）の被写体の明るさに対応した階調表現幅を表している。また
、横棒の濃淡は長時間露光撮像画像信号と短時間露光撮像画像信号で表現できる階調表現
幅を表している。
【００４０】
　合成レンジ補正部４０２で行う階調表現幅の制御は、長時間露光撮像画像信号で飽和し
ているＬｘ１以降の信号強度を短時間露光撮像画像信号で置き換えて表現する信号強度の
最大値を制限することで実現する。つまり、階調表現幅をあまり拡大したくない場合では
、図５（ｂ）の（ｂ１）のように短時間露光撮像画像信号で表現する信号強度の最大値を
小さく制限することで実現できる。
【００４１】
　逆に、階調表現幅を大きく拡大したい場合では、図５（ｂ）の（ｂ３）のように短時間
露光撮像画像信号の信号強度の最大値を短時間露光撮像画像信号の取りうる最大の信号強
度とし、制限しないことで実現できる。
【００４２】
　階調表現幅の制限方法についてはこの限りではなく、例えば短時間露光撮像画像信号の
信号強度を表現する最大のビット幅を減少させて階調表現幅を制御することを行っても良
い。
【００４３】
　図６において、図１の合成比率制御部１０６での合成比率の制御を詳しく説明する。
【００４４】
　図６の縦軸は、長時間露光撮像画像信号の合成比率を表しており、横軸は、被写体の明
るさを表しており、図５（ａ）の横軸における被写体の明るさ０からＬｘ１の区間（すな
わち所定値以下の第１領域）に対応する。
【００４５】
　図１の合成比率制御部１０６では、撮像画像信号の画像内の被写体の明るさに応じて長
時間露光撮像画像信号の合成比率を算出している。本実施例では、撮像画像信号の画像内
の被写体の明るさは、撮像部１０１から出力される撮像画像信号の各画素における輝度値
を算出し、各領域の被写体の明るさとしている。一方、短時間露光撮像画像信号の合成比
率は、長時間露光撮像画像信号の合成比率との和が１になるように決定される。図４の合
成処理部４０３では、２つの合成比率を基に信号が合成される。図６には（ｃ１）、（ｃ
２）、（ｃ３）と３つの被写体の明るさに対応した合成比率が示されており、０からＬｘ
１の区間内での長時間露光撮像画像信号の合成される割合が異なっていることを示す。長
時間露光撮像画像信号は、短時間露光撮像画像信号に比べてＳＮが良い。長時間露光撮像
画像信号の割合が多いほど０からＬｘ１の区間内のＳＮは良いといえるので、合成比率（
ｃ１）、（ｃ２）、（ｃ３）において（ｃ１）が最もＳＮが高く、（ｃ３）が最もＳＮが
低いといえる。従って、合成比率（ｃ１）、（ｃ２）、（ｃ３）を変更することによって
図４の合成処理部４０３では０からＬｘ１の区間内のＳＮを変えた合成画像信号を生成す
ることができる。また、図１の合成比率制御部１０６で算出する合成比率は、長時間露光
撮像画像信号の合成比率を算出することに限ったものではなく、短時間露光撮像画像信号
の合成比率を算出してもよく、また２つの撮像画像信号の合成比率を独立して求めてもよ
い。
【００４６】
　以上で、合成レンジ補正部４０２で行う階調表現幅の制御と図１の合成比率制御部１０
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６での合成比率の制御を説明した。撮像画像信号の暗部（図５あるいは、図６の０～Ｌｘ
１区間内）では合成比率の制御、撮像画像信号の明部（図５のＬｘ１～Ｌｘ４区間内）で
は階調表現幅の制御を行うことが望ましい。
【００４７】
　信号強度が低い撮像画像信号の暗部では、短時間露光撮像画像信号は長時間露光撮像画
像信号に比べると、信号強度とノイズのレベルが近いため、ＳＮが低い画質となる。その
ため、撮像画像信号の暗部は、合成比率を変更し長時間露光撮像画像信号の合成割合を変
えることでＳＮを調整することができる。
【００４８】
　一方、信号強度が高い長時間露光撮像画像信号では、撮像画像信号の信号強度が飽和し
やすく、明部の階調表現幅が潰れやすい。そのため撮像画像信号の明部は、階調表現幅を
調整した短時間露光画像信号（３つ以上の露出の異なる撮像画像信号を合成する場合は、
最小の露光量の撮像画像信号）に置き換えることによって明部の階調表現幅を表現するこ
とができる。
【００４９】
　以上で、階調表現幅と合成比率の制御と短時間露光撮像画像信号と長時間露光撮像画像
信号の合成処理について説明した。
【００５０】
　次に、本発明の特徴的な動作である、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モード
の切り替わり時において階調表現幅の制御方法について、全体の処理を図８のフローチャ
ートを用いて説明する。なお、本実施例では、動画撮影時に通常撮影モードから階調表現
レンジ拡張撮影モードに切り替わる際に行われる制御を例にして説明する。
【００５１】
　前提として、図１の撮像部１０１は、適正の露光時間で撮像された適正時間露光撮像画
像信号を取得しており、通常撮影モードで撮像されているものとする。
【００５２】
　ステップ（以下、ステップをＳで表現する）８０１では、図１の撮影モード切り替え部
１０３において、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替えを検出する
。撮影モードが切り替えられたことが検出された場合、Ｓ８０２の処理に移る。
【００５３】
　Ｓ８０２では、通常撮影モードから階調表現レンジ拡張撮影モードに切り替えられた後
の露出値の変動量を、図１の露出変動検出部１１０で検出する。このとき、露出値差が１
ＥＶ以上あるかどうかを判定し、１ＥＶ以上（所定値以上）あった場合はＳ８０３の処理
に移る。１ＥＶ以上なかった（所定値より小さい）場合には、制御を行わずフローチャー
トを終了する。
【００５４】
　Ｓ８０３では、図１の合成レンジ制御部１０５において、図５（ａ）で示される短時間
露光撮像画像信号と長時間露光撮像画像信号の信号レベル合わせのゲインが算出され、Ｓ
８０４の処理に移る。
【００５５】
　Ｓ８０４では、図５（ｂ）で示される階調表現幅を図１の合成レンジ制御部１０５で算
出する。図１の合成レンジ制御部１０５では、階調表現レンジ拡張撮影モードの前フレー
ムで決定された階調表現幅に応じて階調表現幅を決定し、Ｓ８０５の処理に移る。例えば
前フレームで図５（ｂ）の（ｂ１）の階調表現幅が選択されていない場合は、図５（ｂ）
の（ｂ１）の階調表現幅が選択される。すなわち、通常撮影モードから階調表現レンジ拡
張撮影モードに切り替えられた直後で、階調表現レンジ拡張撮影モードの前フレームが生
成されてない場合は、図５（ｂ）の（ｂ１）の階調表現幅（最小の階調表現幅）が選択さ
れる。階調表現レンジ拡張撮影モードの前フレームが図５（ｂ）の（ｂ１）の階調表現幅
が選択されていた場合には、図５（ｂ）の（ｂ２）の階調表現幅が選択される。階調表現
レンジ拡張撮影モードの前フレームが図５（ｂ）の（ｂ２）の階調表現幅が選択されてい
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た場合には、図５（ｂ）の（ｂ３）の階調表現幅（最大の階調表現幅）が選択される。こ
の処理を繰り返して、階調表現レンジ拡張撮影モードの前フレームで選択された階調表現
幅に応じて図５（ｂ）の（ｂ１）～（ｂ３）へ選択される合成比率が変更される。本実施
例においては、通常撮影モードから階調表現レンジ拡張撮影モードに切り替えられた場合
は、時間の経過とともに図５（ｂ）の階調表現幅を（ｂ１）、（ｂ２）、（ｂ３）の順で
徐々に（段階的に）大きく変化させている。ここでは、階調表現幅を前フレームで決定さ
れた階調表現幅に応じて（すなわち、１フレームごとに）変更する例を説明した。しかし
、時系列的に階調表現幅が急激に変化して見えるような場合は、数フレーム待ったのち階
調表現幅を変更するようにしてもよい。例えば、不図示のカウンタにより、フレーム数を
例えば１０フレームカウントしたところで次の階調表現幅に変更するようにしてもよい。
こうすることで、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替え時において
、階調表現幅を徐々に変化させることにより、より画質変化の不自然さを低減させること
ができ、撮影者が違和感を持つことをなくすことができる。また、階調表現幅（ｂ１）、
（ｂ２）、（ｂ３）は、露出値の変動量に応じてその大きさが変更される。例えば、露出
値の変動量が異なる２つの場合を例として説明すると、露出値の変動量が大きい場合では
露出値の変動量が小さい場合よりも合成レンジ制御部１０５が行う制御量は大きくなる。
すなわち、合成レンジ制御部１０５は、露出値の変動量が大きい場合、露出値の変動量が
小さい場合よりも階調表現幅の制御量（例えば（ｂ３）－（ｂ１）の幅）を大きくするよ
うに制御する。また、露出値の変動量が小さい場合、露出値の変動量が大きい場合よりも
階調表現幅の制御量（例えば（ｂ３）－（ｂ１）の幅）を小さくするように制御する。
【００５６】
　Ｓ８０５では、図６で示される合成比率を図１の合成比率制御部１０６で決定する。図
１の合成比率制御部１０６では、階調表現レンジ拡張撮影モードの前フレームで決定され
た合成比率に応じて、合成比率を決定しＳ８０６の処理に移る。例えば前フレームで図６
の（ｃ３）の合成比率が選択されていない場合は、図６の（ｃ３）の合成比率が選択され
る。すなわち、通常撮影モードから階調表現レンジ拡張撮影モードに切り替えられた直後
で、階調表現レンジ拡張撮影モードの前フレームが生成されてない場合は、図６の（ｃ３
）の合成比率（最小の合成比率）が選択される。階調表現レンジ拡張撮影モードの前フレ
ームが図６の（ｃ３）の合成比率が選択されていた場合には、図６の（ｃ２）の合成比率
が選択される。階調表現レンジ拡張撮影モードの前フレームが図６の（ｃ２）の合成比率
が選択されていた場合には、図６の（ｃ１）の合成比率（最大の合成比率）が選択される
。これの処理を繰り返して、階調表現レンジ拡張モードの前フレームで選択された合成比
率に応じて（ｃ３）～（ｃ１）へ選択される合成比率が変更される。本実施例においては
、通常撮影モードから階調表現レンジ拡張撮影モードに切り替えられた場合は、時間の経
過とともに図６の合成比率を（ｃ３）、（ｃ２）、（ｃ１）の順で徐々に（段階的に）大
きく変化させている。ここでは、合成比率を前フレームで決定された合成比率に応じて（
すなわち、１フレームごとに）変更する例を説明した。しかし、時系列的に階調表現幅が
急激に変化して見えるような場合は、数フレーム待ったのち合成比率を変更するようにし
てもよい。例えば、不図示のカウンタにより、フレーム数を例えば１０フレームカウント
したところで次の合成比率に変更するようにしてもよい。こうすることで、通常撮影モー
ドと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替え時において、合成比率を徐々に変化させる
ことにより、より画質変化の不自然さを低減させることができ、撮影者が違和感を持つこ
とをなくすことができる。また、合成比率（ｃ１）、（ｃ２）、（ｃ３）は、露出値の変
動量に応じてその比率が変更される。例えば、露出値の変動量が異なる２つの場合を例と
して説明すると、露出値の変動量が大きい場合では露出値の変動量が小さい場合よりも合
成比率制御部１０６が行う制御量は大きくなる。すなわち、合成比率制御部１０６は、露
出値の変動量が大きい場合、露出値の変動量が小さい場合よりも合成比率の制御量を大き
く（例えば（ｃ３）の値を小さく）するように制御する。また、露出値の変動量が小さい
場合、露出値の変動量が大きい場合よりも合成比率の制御量を小さく（例えば（ｃ３）の
値を大きく）するように制御する。
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【００５７】
　Ｓ８０６では、Ｓ８０３～Ｓ８０５で算出された階調表現幅と合成比率に応じて、短時
間露光撮像画像信号と長時間露光撮像画像信号を図１の信号合成部１０４で合成し、合成
画像信号を生成し、Ｓ８０７の処理に移る。
【００５８】
　Ｓ８０７では、次の合成画像信号を生成するために、図１の撮像部１０１において低時
間露光撮像画像信号と長時間露光撮像画像信号を撮像しＳ８０２の処理に移る。
【００５９】
　Ｓ８０２～Ｓ８０６のステップを繰り返し行い、Ｓ８０２のステップで露出差が１ＥＶ
以下になった場合にフローチャートを終了する。
【００６０】
　ここでは、Ｓ８０２で露出値差が所定の値、すなわち１ＥＶ以上あるかどうかで、フロ
ーチャートの処理を終了するとしたが、Ｓ８０２での処理終了条件として露出値差の所定
の値を変更してもよい。
【００６１】
　また、図８を用いて説明したフロー処理は、通常撮影モードからダイナミックレンジ拡
大モードに移行したときに実行される処理について説明した。しかし、逆にダイナミック
レンジ拡大モードから通常撮影モードに移行した場合に関しても階調表現幅が急激に変更
しないように制御することも可能である。このとき、図８において変更される処理につい
て説明する。
【００６２】
　Ｓ８０４では、図１の合成レンジ制御部１０５の階調表現幅の決定に対して、図５（ｂ
）の階調表現の幅が短くなるように選択を行うため、図５（ｂ）の階調表現幅に対して、
（ｂ３）、（ｂ２）、（ｂ１）の順に決定されるように階調表現幅を決定する。
【００６３】
　Ｓ８０５では、図１の合成比率制御部１０６の合成比率の決定に対して、ＳＮが低くな
るように選択を行うため、図６の合成比率に対して、（ｃ１）、（ｃ２）、（ｃ３）の順
に決定されるように合成比率を決定する。
【００６４】
　本実施例では、説明の簡略化のため３段階での切り替えで説明したが、３つ以上の多段
階で切り替えることにより、より滑らかに階調表現を切り替えることが可能となる。
【実施例２】
【００６５】
　実施例１では、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替え時において
、階調表現幅の拡張又は縮小によって画質変化に違和感なく記録できる撮像装置について
説明を行った。
【００６６】
　しかしながら、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張モードの切り替え時において、階
調表現幅の拡張又は縮小による画質変化が大きく現れるほうが望ましい場合もある。
【００６７】
　例えば、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードで撮影できる階調表現幅の違
いを比較したい場合、つまり画像を記録せず図１の画像表示部１０８で確認するときにお
ける場合が考えられる（すなわちライブビュー表示確認）。
【００６８】
　この場合には、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替わり時では、
時系列的な階調表現幅の変化は大きい方が好まれる。
【００６９】
　また、通常撮影モードで動画を撮影している場合に、階調レンジ拡張撮影モードで静止
画撮影を行う場合（動画記録時静止画記録撮影）も、撮影モードの切り替わり直後に、階
調レンジ拡張撮影モードの撮りうる最大の階調表現幅で記録できることが好まれる。
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【００７０】
　そこで実施例２では、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの変更時に、撮
影方法と露出変動量に応じて、時系列的な階調表現幅の拡大変化を実施例１より大きくす
るように変更する。換言すれば、本実施例では、実施例１よりも、異なる露出値で撮影さ
れた複数の撮像画像信号を合成して合成画像信号を生成する画像合成手段の階調制御の時
定数を小さくする。
【００７１】
　図９は、本発明における実施例２の撮像装置の構成例を示すブロック図である。以下、
実施例２の構成例について図９を参照して説明する。尚、実施例１の構成例図１と同じ符
号のものについては本発明実施例１と同様の操作、処理を行い説明は省略する。
【００７２】
　９０１は、本撮像装置を用いた撮影方法を切り替える処理を行う撮影方法切り替え部で
ある。
【００７３】
　ここでいう撮影方法の１つとしては、例えば、映像信号処理部１０２で処理された出力
映像信号を出力画像表示部１０８によって、リアルタイムで表示するライブビュー表示撮
影方法がある。また、動画記録撮影方法時に静止画として出力映像信号記録部１０７に記
録する動画記録時静止画記録撮影方法もある。このように本撮像装置を用いた撮影方法に
は様々な撮影方法がある。
【００７４】
　９０２は、露出制御部１０９から出力された露出値と露出変動検出部１１０から出力さ
れた露出変動値と、撮影方法切り替え部９０１から出力される現在の撮影方法情報に基づ
いて、信号レベル合わせと階調拡大幅を決定する合成レンジ制御部である。
【００７５】
　以下に、通常撮影モードから階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替わりにおいての階
調拡大幅を決定する方法について説明する。
【００７６】
　合成レンジ制御部９０２で決定される階調表現幅の制御は、図５（ｂ）で示される図５
（ｂ）の（ｂ１）、（ｂ２）、（ｂ３）である。但し、実施例１とは、図５（ｂ）の（ｂ
１）および（ｂ２）の階調表現幅の最大値がそれぞれ異なっている。つまり、本実施例（
例えばライブビュー表示撮影方法）においては、図５（ｂ）の（ｂ１）および（ｂ２）の
階調表現幅の最大値は、実施例１（例えば動画記録撮影方法）における（ｂ１）および（
ｂ２）の階調表現幅の最大値よりも大きく設定される。
【００７７】
　ただし、露出変動検出部１１０から出力された露出変動値の大きさによって図５（ｂ）
の各（ｂ１）、（ｂ２）、（ｂ３）それぞれの階調表現幅の最大値は制限される。
【００７８】
　例えば、本実施例の（ｂ１）の階調表現幅の最大値は、実施例１の（ｂ２）を超えない
ように制限され、また、本実施例の（ｂ２）の階調表現幅の最大値は、実施例１の（ｂ３
）を超えないように制限される。
【００７９】
　また、通常撮影モードから階調レンジ拡張撮影モードの切り替え時には、階調表現幅は
広がるので、階調表現幅の最大値の制限値を、露出変動値が大きい程、大きくするように
制限してもよい。具体的には、実施例１の図５（ｂ）の（ｂ１）、（ｂ２）、（ｂ３）の
選択方法を変更することで実現する。
【００８０】
　例１として、ライブビュー表示確認方法の場合には、実施例１における図５（ｂ）の（
ｂ１）を選択せずに、（ｂ２）と（ｂ３）の２段階の階調表現幅の変更を行うようにする
。このように変更することで、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替
わり時の時系列的な階調拡大幅の変化が大きくなるように制御する。
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【００８１】
　但し、２段階に限ったわけではなく、１段階の階調表現幅の変更を行うように制御して
も良い。
【００８２】
　例２として、動画記録時静止画記録撮影方法の場合には、通常撮影モードと階調表現レ
ンジ拡張撮影モードの切り替わり時の時系列的な階調表現幅の変化を行わないように制御
する。つまり、実施例１における図５（ｂ）の（ｂ１）、（ｂ２）の階調表現幅の制御を
行わず、階調表現幅は（ｂ３）を選択するように制御する。つまり、階調表現レンジ拡張
撮影モードで表現できる最大の階調表現幅で記録できるように制御する。
【００８３】
　次に、９０３は、露出変動検出部１１０からの出力された露出変動値と、撮影方法切り
替え部９０１から出力される現在の撮影方法情報に基づいて、撮像画像信号の合成比率を
算出する合成比率制御部である。
【００８４】
　以下に、通常撮影モードから階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替わりにおいての階
調拡大幅を決定する方法について説明する。
【００８５】
　合成比率制御部９０３で決定される撮像画像信号の合成比率は、図６の（ｃ１）、（ｃ
２）、（ｃ３）である。但し、実施例１とは、図６の（ｃ３）および（ｃ２）の合成比率
の最大値がそれぞれ異なっている。つまり、本実施例（例えばライブビュー表示撮影方法
）においては、図６の（ｃ３）および（ｃ２）の合成比率の最大値は、実施例１（例えば
動画記録撮影方法）における（ｃ３）および（ｃ２）の合成比率の最大値よりも大きく設
定される。
【００８６】
　ただし、露出変動検出部１１０から出力された露出変動値の大きさによって図６の各（
ｃ１）、（ｃ２）、（ｃ３）それぞれで合成比率の最大値は制限される。
【００８７】
　例えば、本実施例の（ｃ３）の合成比率の最大値は、実施例１の（ｃ２）を超えないよ
うに制限され、また、本実施例の（ｃ２）の合成比率の最大値は、実施例１の（ｃ１）を
超えないように制限する。
【００８８】
　また、通常撮影モードから階調表現レンジ拡張撮影モードへの切り替わりでは、撮像画
像信号の階調表現幅は広がる方向に変化するので、合成比率の最大値の制限値を、露出変
動値が多くするようにしてもよい。具体的には、実施例１の図６の（ｃ１）、（ｃ２）、
（ｃ３）の選択方法を変更することで実現する。
【００８９】
　例１として、ライブビュー表示確認方法の場合には、実施例１における図６の（ｃ３）
を選択せずに、（ｃ２）と（ｃ１）の２段階の合成比率の変更を行うようにする。このよ
うに変更することで、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モードの切り替わり時の
時系列的な階調拡大幅の変化が大きくなるように制御する。
【００９０】
　但し、２段階に限ったわけではなく、１段階の合成比率の変更を行うように制御しても
良い。
【００９１】
　例２として、動画記録時静止画記録撮影方法の場合には、通常撮影モードと階調表現レ
ンジ拡張撮影モードの切り替わり時の時系列的な合成比率の変化を行わないように制御す
る。具体的には、実施例１における図６の（ｃ２）、（ｃ３）による合成比率の制御を行
わず、合成比率は（ｃ１）を選択するように制御する。つまり、階調表現レンジ拡張撮影
モードで表現できる最大の合成比率で記録できるように制御する。
【００９２】
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　以上で、撮影方法情報と、露出変動値に応じた階調表現幅の制御と合成比率の制御につ
いて説明した。
【００９３】
　以下は実施例２の撮像装置に関して、通常撮影モードと階調表現レンジ拡張撮影モード
の切り替わり時において、撮影方法と露出変動値に応じて時系列的な階調表現幅の拡大変
化を変更する処理について説明する。
【００９４】
　全体の処理を図１０のフローチャートを用いて説明する。前処理として、図９の撮像部
１０１は、適正時間露光撮像画像信号を取得しており、通常撮影モードで撮像されている
とする。尚、本発明実施例１の構成例と同じ符号のものについては実施例１と同様の操作
、処理を行い説明は省略する。
【００９５】
　まず、Ｓ８０１とＳ８０２では、図８のＳ８０１とＳ８０２と同じ処理を行い、Ｓ１０
０１の処理に移る。
【００９６】
　次に、Ｓ１００１では、図９の撮影方法切り替え部９０１は、通常撮影モードから階調
表現レンジ拡張撮影モードに切り替わった時、現在の撮影方法を検出し、Ｓ８０３の処理
に移る。
【００９７】
　Ｓ８０３では、図８のＳ８０３と同じ処理を行い、Ｓ１００２の処理に移る。
【００９８】
　Ｓ１００２では、図９の合成レンジ制御部９０２で、上述した露出変動値と現在の撮影
方法に応じて階調表現幅の拡張を決定し、図９の信号合成部１０４のＳ１００３の処理に
移る。
【００９９】
　Ｓ１００３では、図９の合成比率制御部９０３で、上述した露出変動値と撮影方法に応
じて合成比率を算出し、図９の信号合成部１０４に渡してＳ８０６の処理に移る。
【０１００】
　以下Ｓ８０６以降の処理は、図８のＳ８０６以降の処理と同様の処理を行う。
（他の実施形態）
　本発明の目的は以下のようにしても達成できる。すなわち、前述した各実施形態の機能
を実現するための手順が記述されたソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体
を、システムまたは装置に供給する。そしてそのシステムまたは装置のコンピュータ（ま
たはＣＰＵ、ＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出して実行する
のである。
【０１０１】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体およびプログラムは本発明
を構成することになる。
【０１０２】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルデ
ィスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスクなどが挙げられる。また、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶ
Ｄ－Ｒ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等も用いることができる。
【０１０３】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行可能とすることにより、前述
した各実施形態の機能が実現される。さらに、そのプログラムコードの指示に基づき、コ
ンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部ま
たは全部を行い、その処理によって前述した各実施形態の機能が実現される場合も含まれ
る。
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【０１０４】
　更に、以下の場合も含まれる。まず記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コ
ンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに
備わるメモリに書き込まれる。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能
拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明は、動画撮影中にＨＤＲ画像を生成可能なデジタルカメラあるいはビデオカメラ
などの撮像装置に好適に利用できる。また、本発明はデジタルカメラのような撮影を主目
的とした機器にかぎらず、携帯電話、パーソナルコンピュータ（ラップトップ型、デスク
トップ型、タブレット型など）、ゲーム機など、撮像装置を内蔵もしくは外部接続する任
意の機器に適用可能である。従って、本明細書における「撮像装置」は、撮像機能を備え
た任意の電子機器を包含する。
【符号の説明】
【０１０６】
１０１　撮像部
１０３　撮影モード切り替え部
１０４　信号合成部
１０５　合成レンジ制御部
１０６　合成比率制御部
１０９　露出制御部

【図１】 【図２】

【図３】
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